
宇和島地区広域事務組合規則公布第７号

宇和島地区広域事務組合危険物の規制に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

令和３年９月３日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡 原 文 彰



宇和島地区広域事務組合規則第７号

宇和島地区広域事務組合危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則を次の

とおり定める。

令和３年９月３日

宇和島地区広域事務組合

組合長 岡 原 文 彰

宇和島地区広域事務組合危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則

宇和島地区広域事務組合危険物の規制に関する規則（平成元年規則第２９号）の一

部を次のように改正する。

第１条の４を第１条の５とし、第１条の３を第１条の４とし、第１条の２を第１条

の３とし、第１条中「消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）」を

「法」に改め、同条を第１条の２とし、同条の前に次の１条を加える。

（危険物の仮貯蔵又は仮取扱い承認）

第１条 消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第１０条第１項

ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いを承認するときは、申請書の副

本に様式第１１号の承認済の印を押して交付するものとする。

様式第１号及び第６号中「（第１条関係）」を「（第１条の２関係）」に改め、様式第

９号中「（第１条の２、第１条の４関係）」を「（第１条の３、第１条の５関係）」に改

め、様式第１０号中「（第１条の３関係）」を「（第１条の４関係）」に改め、様式第１

０号の次に次の１様式を加える。

様式第１１号（第１条関係）



附 則

この規則は、令和４年１月１日から施行する。


